
○

金
融
機
関
再
建
整
備
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
三
十
九
号
）
（
附
則
第
六
十
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
五
十
九
条

（
略
）

第
五
十
九
条

（
略
）

②
～
⑥

（
略
）

②
～
⑥

（
略
）

⑦

前
六
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
の
外
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金

⑦

前
六
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
の
外
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金

融
機
関
の
発
行
に
係
る
債
券
そ
の
他
命
令
で
定
め
る
証
券
の
引
換
そ
の
他
の
処

融
機
関
の
発
行
に
係
る
債
券
そ
の
他
命
令
で
定
め
る
証
券
の
引
換
、
社
債
等
登

理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

録
法
に
よ
る
登
録
の
抹
消
又
は
変
更
そ
の
他
の
処
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。
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